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教育長 

開会の宣言 

会議録署名委員の指名 中西委員、鍋島委員を指名 

会議に付する案件 

 

議案第 44 号 令和４年度使用中学校用教科用図書社会（歴史的分野）の採択

について 

議案第 45 号 奨学生の決定について 

  

議案第 45 号は、個人情報に関することとなるため、伊勢市教育委員会会議規

則第 14 条の規定において非公開とする旨、教育長から提案され承認。 

 

教育長報告 

 議事に入る前に、私から報告をさせていただきます。 

 前回の教育員会からの報告をします。 

６月市議会定例会が終了しました。学校のきまりやルールいわゆる「校則」

についての質問があり県教委が頭髪やみだしなみ、男女交際についての校則を

撤廃すると新聞報道があった直後であったので、市議会の答弁が報道されまし

た。詳細は後ほど教育総務課から報告があります。 

中体連の夏季大会が７月３日から７月 18 日までの土日で実施されています。

剣道では面の下にマスクと透明のフェイスガードをつけるなど、新型コロナウ

イルス感染症対策をとりながらの大会となっており保護者の応援もお断りして

いるようです。 

新型コロナウイルスの感染症についてはＰＣＲ検査を受けた児童生徒や学校

の職員は何人かいましたが、すべて陰性でした。今後も、学校における感染対

策に万全を期したいと考えています。 

夏季休業について報告します。16 日が夏季休業前の最終の授業日となるのは、

進修小など３校、19 日は宮山小と小俣小の２校、20 日は佐八小など７校、21 日

は有緝小など 10 校、中学校では、19 日が港中など３校、21 日が倉田山中など

６校、20 日が御薗中１校となっています。 

なお、夏季休業後の授業の開始は小学校では８月 30 日が３校、８月 31 日が

８校、９月１日が 11 校、中学校では８月 30 日が９校、９月１日が１校となっ

ています。 

校長会において夏季休業中の生徒指導、安全指導に万全を期すよう依頼した

ところです。 

以上、私からの報告は終わります。 

 

 

 

 

 



教育長 

それでは議事に入ります。議案第 44 号「令和４年度使用中学校用教科用図書

社会（歴史的分野）の採択について」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

事務部長 

１ページをご覧ください。 

これは、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第 13 条第４項

の規定に基づき設置された、伊勢度会採択地区協議会の選定結果を受け、教育

委員会において採択決定を求めるものでございます。 

なお、詳細につきましては学校教育課から説明をいたしますので、よろしく

ご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

 

学校教育課副参事 

議案第 44 号「令和４年度使用中学校用教科用図書社会（歴史的分野）の採択

について」をご説明いたします。 

初めに今回の教科書採択についてご説明いたします。令和３年度の中学校で

使用する教科書は義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第14条

の規定により、令和２年度と同一の教科書を採択しなければならないとされて

います。しかし、令和３年度においては再申請により令和２年度に文部科学大

臣の検定を経て新たに発行されることとなった中学校用教科図書社会(歴史的

分野)があることから、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施

行規則第６条第３号により採択替えを行うことが可能となった旨、文部科学省

から各都道府県教育委員会へ通知があり伊勢度会採択地区協議会を設置され調

査、協議が行われました。 

それでは、７月５日に開催されました第２回伊勢度会採択地区協議会の選定

結果につきましてご説明申し上げます。採択地区協議会では関係市町から推薦

いただいた３名の調査員により調査を実施し、その結果について調査員の代表

から報告がございました。 

調査結果に基づき、採択協議会で協議し令和４年度から伊勢度会地区で使用

すべき中学校社会歴史的分野の教科用図書が決定されました。採択すべしと決

定された教科書の採択理由等をご説明申し上げます。 

調査をしていただきました中学校社会歴史的分野の教科用図書の発行者名は、

資料１にありますとおり東京書籍、教育出版、帝国書院、山川出版、日本文教

出版、自由社、育鵬社の７社でございます。 

今回採択するにふさわしいと伊勢度会採択地区協議会におきまして決定され

ました発行者は、資料２にありますとおり日本文教出版でございます。 

それでは、採択の主な理由などにつきましてご説明申し上げます。調査にあ

たっては調査実施項目の観点に沿って、また、教科用図書展示会でのアンケー

トなどの資料を参考にしながら詳細に検討がなされました。その結果、各社と

も今回の学習指導要領の目標や内容に沿って創意工夫をこらして編集されてお



ります。 

その中でも採択地区協議会では、日本文教出版の教科書をもっともふさわし

いといたしました。その主な理由としましては、資料３にもありますとおり豊

富な資料や大きくて詳細な図版資料等を使い、より興味・関心を引き出す工夫

がされている点や、グループ等による対話的な学習課題を適切に設定しており

学習指導要領に沿った授業を展開しやすく、生徒にとっても理解しやすい工夫

がされていることなど総合的に判断しての結果でございます。 

以上、議案第 44 号「令和４年度使用中学校用教科用図書社会（歴史的分野）

の採択について」ご説明申し上げました。 

よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、今後の予定でございますが教育委員会で採択が決定されましたら、採

択協議会及び県教育委員会に報告をいたします。また、傍聴に来ていただいて

いる方も含めましてのことでございますが、採択状況等の情報につきましては、

９月１日以降に公表されることとなっておりますので、ご理解の程よろしくお

願い申し上げます。 

なお、お手元の資料は終了後回収させていただきます。 

 

教育長 

ただ今、学校教育課から説明をいたしましたが、ご意見ご質問はございませ

んか。 

   

A 委員 

 確認なのですが今回の選定につきましては、いま示されたそれぞれの出版社

からのもの全て調査した結果という事でよろしいでしょうか。現状使っている

物との比較という訳ではなくて全ての出版社の教科書を調査した結果という事

でよろしいでしょうか。 

 

学校教育課副参事 

 その通りでございます。 

 

教育長 

ほかに、ご意見ご質問も無いようですので、採決を採りたいと思います。 

議案第 44 号「令和４年度使用中学校用教科用図書社会（歴史的分野）の採択

について」は、原案どおりお認めいただくことにご異議ございませんか。 

 

 〔異議なしの声〕 

 

異議なしとのことでございます。よって、議案第 44 号「令和４年度使用中学

校用教科用図書社会（歴史的分野）の採択について」は、原案どおり承認する

ことに決定をいたしました。 

 



教育長 

つづきまして、議案第 45 号「奨学生の決定について」を議題といたします。 

傍聴の方恐れ入りますがご退席お願いします。 

 

〔傍聴人退室〕 

 

教育長 

それでは議案第 45 号「奨学生の決定について」を議題といたします。 

事務部長から提案説明を行います。 

 

（以下、審議内容については非公開） 

 

（原案どおり承認） 

 

教育長  

 以上で本日の審査案件はすべて終了いたしました。 

委員の皆さんから何かございましたらお願いいたします。 

 

教育長  

特にないようですので、これをもちまして教育委員会を閉会いたします。 

 

 


